
 

                           

                         

 
「緊急事態宣言」発令の中、２学期が始まります。 
令和 3 年 8 月 27 日、三重県に「緊急事態宣言」が発令されました。感染者も

これまでにない勢いで急激に増えています。本校でも、8 月に入って、９名の陽

性の判定が確認されています。（令和 3 年 8 月３１日現在）このような感染拡大

の局面を迎えたなかで、新学期が始まりました。  

津市の小中学校におきましては、9 月 1 日から 10 日までの間を健康管理徹底

期間とし、子どもたちの健康状態の把握をていねいに行うとともに、子どもたち

同士の接触リスクを低減させるため、午前中授業（給食後下校）とし、午後から

は、タブレット端末等を活用した家庭学習を行うことになりました。自宅にイン

ターネット環境がない場合、または、放課後児童クラブを利用している子どもた

ち等につきましては、通常時の午後の授業終了時刻まで学校でタブレット端末等

を活用した学習を行うこととします。（午後の学習状況につきましては、別紙にて

調査いたします。）  

お家の方におかれましても、コロナの感染拡大の中の登校は、たいへんご心配

なことだと思います。本校で 1 学期に陽性が確認された児童は、校内での感染で

はありませんでした。今後も、これまで以上に可能なかぎりの感染対策を徹底し、

大切な子どもたちの安全と命を守ることを最優先としながら、学校活動を行って

まいります。  

今回の対応等につきましては、様々なご意見があると思いますが、すべての子

どもたちの居場所を確保ながら、命と健康を守り、教育活動を実施していきます

ので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。  

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆  

 

現在のところ、考えている本校の感染対策をお知らせします。 
〇朝の検温につきましては、昇降口に入るまでに一人一人の検温を行ってから、

校舎に入ります。  

〇子どもたち同士の接触リスクを低減して、感染拡大を防止するため、学級単位

の学習活動を行います。学級間交流学習などはタブレット端末を利用したオン

ラインで行いたいと考えています。  

〇教室の中にある児童机、テレビモニター等必要最低限のものだけを残して、子

どもたちの席の間隔を少しでもとれるようにしていきます。  

〇ペア学習、グループ学習、音楽の合唱やリコーダー等の管楽器の演奏、理科の

実験、体育の児童が密集したり、接触したりする活動等は、宣言が解除される

まで行いません。  

〇最も感染リスクが高いのは、給食です。食事前の手洗いを徹底するとともに、
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飛沫をとばさないよう、机は向かい合わせにしない、会話をしないなどの対応

を徹底します。また、給食中はしっかり換気をします。  

〇休み時間は、教室か外で過ごします。委員会活動なども停止して不特定の子ど

もたちが接触することを少なくします。  

〇この期間は、登校が心配でお休みされる子どもたちも居ると思います。学習は

あまり進めずに、タブレットを使ったオンライン授業の練習を中心に行ってい

きます。  

〇子どもたち一人ひとりの意

識を高めることも大切です。

改めて、マスク着用、手洗

いの徹底、友だちとの距離

（１ｍを目安）の確保など

を、発達段階に合わせて、

子どもたちに再度周知して

いきます。  

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆  

 

教職員一同、子どもたちの安全と命を守るため、出来る限りの対応をしてま

いります。しかしながら、どんなに感染対策をしても、感染リスクはあります。

登校に心配や不安がある場合は、学校にご相談ください。登校しないという選

択や給食を食べずに下校など、お家の状況にあった選択をしていただいても構

いません。登校しない方のタブレット端末の持ち帰りにつきましては、詳細が

決まり次第お知らせさせていただきます。  

また、ご家庭でも、お子様、お家の方の毎日の検温と健康観察を行っていた

だき、普段と体調が少しでも異なる場合には、お子様の登校を控えていただき

たいと思います。  

そして、お子様、同居家族の方が、ＰＣＲ検査を受けられる場合や濃厚接触

者となり、保健所等より自宅待機の指示を受けた場合は、学校に連絡をしてい

ただき、指定された期日まで自宅待機していただきますようお願いします。  

  一日も早く、子どもたちの日常を取り戻すことができるように願って、ご家

庭と連携させていただき、子どもたちを見守っていきたいと思います。ご協力

よろしくお願いします。  

 

≪ヘルメットの着用について≫  

1 学期の終わりにお家の方から通学時のヘルメット着用について

お尋ねをいただきました。現在、自転車に乗る時には、ヘルメットを

かぶっているお子様は多いと思いますが、本校では、通学時ヘルメッ

トの着用については、特にきまりはありません。保護者の方やお

子様の判断で帽子と同様に着用していただいても構いません。入

学時に買っていただいている白いヘルメットだけでなく、お家

で購入したものでも大丈夫です。  


